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船舶事故調査報告書 

 

                            平成２６年１２月１１日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  庄 司 邦 昭（部会長） 

                         委   員  小須田   敏 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２６年６月２６日 ００時３５分ごろ 

発生場所 山形県酒田市酒田港西方沖 

酒田市所在の酒田灯台から真方位２７０°８.９海里（Ｍ）付近 

（概位 北緯３８°５６.８′ 東経１３９°３７.７′） 

事故調査の経過  平成２６年６月２６日、本事故の調査を担当する主管調査官（仙台

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ コンテナ船 SINOKOR
シ ノ コ ー

 TOKYO
トーキョー

（大韓民国籍）、９,０３０トン 

９１７９４６４（ＩＭＯ番号）、SINOKOR MERCHANT MARINE

CO.,LTD 

   １３７.００ｍ×２２.５０ｍ×１１.２０ｍ、鋼 

   ディーゼル機関、７,９００kＷ、１９９９年１２月（建造年

月） 

Ｂ 漁船 福
ふく

昇
しょう

丸、１９トン  

   ＴＴ２－１８０１（漁船登録番号）、有限会社福昇水産 

   ２６.２０ｍ×４.４０ｍ×１.６５ｍ、ＦＲＰ 

   ディーゼル機関、６０３.１０kＷ、平成１４年７月５日 

   第２９０－５６３８７号（船舶検査済票の番号） 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ（大韓民国籍） 男性 ５１歳 

  一級航海士（大韓民国発給） 

交付年月日 ２０１０年１月２０日 

  二等航海士Ａ（大韓民国籍） 男性 ２４歳 

  三級航海士（大韓民国発給） 

交付年月日 ２０１２年１月１８日 

  甲板手Ａ（フィリピン共和国籍） 男性 ４１歳 

Ｂ 船長Ｂ 男性 ５９歳 

一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

     免 許登録日 昭和５９年７月３１日 

     免許証交付日 平成２６年５月８日 

（平成３１年７月３０日まで有効） 

  甲板員Ｂ 男性 ４２歳 
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   海技免状等 なし 

 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ バルバスバウに擦過傷 

Ｂ 船尾船底左舷側に破口、船首マストに曲損等 

 事故の経過 Ａ船は、船長Ａ、二等航海士Ａ及び甲板手Ａほか１６人が乗り組

み、船首約６.１０ｍ、船尾約８.８０ｍの喫水により、秋田県秋田船

川港に向け、約０２４°（真方位、以下同じ。）の針路及び約１４.４

ノット（kn）の速力（対地速力、以下同じ。）で航行中、二等航海士

Ａ及び甲板手Ａが、平成２６年６月２５日２３時４５分ごろ昇橋して

船橋当直に就いた。 

甲板手Ａは、２６日００時００分ごろ、右舷船首方にＡ船の前路を

右方から左方に横切る態勢の漁船５隻を視認し、二等航海士Ａに報告

した。 

 二等航海士Ａは、００時２２分ごろ右舷船首約４０°にＢ船を認め

た。 

二等航海士Ａは、００時２６分ごろ、海上保安本部から前方約４Ｍ

に漁具があるので、酒田港から８Ｍ以上離れるように連絡を受けたた

め、左転して針路を約０２０°とし、また、Ｂ船がＡ船に右舷方から

接近していたが、Ａ船の前方を安全に通過すると思い、速力を保持し

て航行を続けた。 

 二等航海士Ａは、００時３２分ごろ、再度、海上保安本部から更に

酒田港から離れて航海するように連絡を受け、針路を約０１０°とし

たが、Ｂ船がＡ船に接近して距離が縮まったため、甲板手Ａにハード

ポート（左舵一杯）を指示したものの、００時３５分ごろ、酒田港西

方沖において、Ａ船のバルバスバウとＢ船の船尾船底左舷側とが衝突

した。 

 二等航海士Ａは、直ちに主機を停止するとともに、船長Ａに連絡

し、昇橋した船長Ａは、救助艇部署を発令した後、海上保安本部へ通

報した。 

 Ｂ船は、船長Ｂ及び甲板員Ｂほか１人が乗り組み、酒田港西方沖の

鎌礁
かまがり

におけるいか釣り漁のため、鎌礁に向かう約２７３°の針路及び

約１０kn の速力で自動操舵として航行中、船長Ｂが、２６日００時

ごろ甲板員Ｂに当直を依頼して操舵室後方で休息した。 

 甲板員Ｂは、００時０５分～１０分ごろ、左舷船首約４５°にＡ船

の緑灯及びマスト灯を認め、レーダーでＡ船との距離が約６Ｍである

ことを確認したが、Ｂ船が保持船であり、また、Ａ船の前方をＢ船が

通過できると思い、針路及び速力を保持して航行を続けた。 

 甲板員Ｂは、Ａ船との距離が約０.５Ｍになった頃、Ｂ船がＡ船の

前方を通過できると思っていたものの、その動静に注意を注ぎ、その

後、Ｂ船の左舷やや後方にＡ船の紅灯を認めたので、Ａ船の前方を通
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過できたと思い、レーダー等の航海計器を確認するため、Ａ船から目

を離した後、再度、Ａ船の状況を見ようとして操舵室左舷側の窓から

顔を出して後方を見たところ、左舷船尾至近にＡ船が接近し、Ｂ船の

船尾左舷側と衝突したことを認めた。 

 船長Ｂは、船尾方に衝撃を感じて直ちに操舵室に入り、主機を中立

としていたとき、船首方に再び衝撃を感じ、状況を確認するため、補

機を始動して作業灯を点灯したところ、前方にＡ船を認めた。 

 船長Ｂは、００時５１分ごろ１１８番に衝突したことを通報した。

 Ｂ船は、船尾部の燃料タンクが損傷して漏油し、航行不能となり、

来援した巡視艇にえい
．．

航されて酒田港に入港した。 

（付図１ 推定航行経路図、付図２ 推定航行経路図（拡大図）、付

表１ Ａ船のＡＩＳ記録（抜粋）、写真１ Ａ船全景、写真２ Ａ

船船首部（バルバスバウ）、写真３ Ｂ船全景、写真４ Ｂ船船首

部、写真５ Ｂ船左舷船尾部、写真６ Ｂ船船尾船底 参照） 

 気象・海象 

 

気象：天気 晴れ、風向 東、風速 約２m/s、視界 良好 

海象：海上 平穏  

 その他の事項 

 

Ａ船は、フォクスルデッキの両側に舷灯が取り付けられていた。 

二等航海士Ａは、約２年間の乗船経験があり、Ａ船には平成２６年

６月１０日に乗船し、３隻目の船舶であった。 

船長Ａは、夜間命令簿に漁船に注意して２Ｍ以上のＣＰＡ（最接近

距離）を保つこと、及び危険を避けるために変針する場合は早期に大

きく変針して衝突の危険を取り除き、困難な場合は主機を使用するこ

とと記載していた。 

 Ｂ船は、航海中、主機駆動の軸発電機を使用しており、本事故発生

時、船長Ｂが、主機回転数を減じて中立とし、船内電源を喪失したた

め、直ちに補機を始動して船内電源を確保した後、作業灯を点灯し

た。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ あり 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

 Ａ船は、酒田港西方沖を北北東進中、二等航海士Ａが、右舷船首方

から接近するＢ船がＡ船の前方を通過するものと思い込み、前方の漁

具を避けようとして左転後、針路及び速力を保持して航行を続けたこ

とから、Ｂ船と衝突したものと考えられる。 

 Ｂ船は、酒田港西方沖を西進中、甲板員Ｂが、左舷船首方から接近

するＡ船の前方を通過できるものと思い込み、針路及び速力を保持し

て航行を続けたことから、Ａ船と衝突したものと考えられる。 

原因  本事故は、夜間、酒田港西方沖において、Ａ船が北北東進中、Ｂ船

が西進中、二等航海士Ａが、前方の漁具を避けようとして左転後、針
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路及び速力を保持して航行を続け、また、甲板員Ｂが、左舷船首方か

ら接近するＡ船の前方を通過できるものと思い込み、針路及び速力を

保持して航行を続けたため、両船が衝突したことにより発生したもの

と考えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・航行中は、１つのことにのみ注意を向けずに見張りを行い、他船

と接近する場合には衝突のおそれについての正確な判断を行い、

海上衝突予防法の規定に従った避航措置を講じること。 

 ・保持船であっても衝突を避けるための最善の協力動作をとる必要

があるので、避航船の動静に留意して航行すること。 
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付図１ 推定航行経路図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

付図２ 推定航行経路図（拡大図） 
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事故発生場所 

（平成２６年６月２６日 

００時３５分ごろ発生） 

付図２ 拡大図 
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（注）図中の時刻は世界標準時であり、＋９時間が日本標準時となる。 

（注）図中の時刻は世界標準時であり、＋９時間が日本標準時となる。 
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付表１ Ａ船のＡＩＳ記録（抜粋） 

平成２６年６月２６日 

時刻 緯度（北緯） 経度（東経） 船首方位 対地針路 対地速力 

（時:分:秒） （°-′-″） （°-′-″） （°） （°） （kn） 

00:22:06 38-53-52.8 139-36-53.1 025 023.1 14.4 

00:23:06 38-54-05.9 139-37-00.1 024 021.8 14.4 

00:24:06 38-54-19.5 139-37-07.1 024 022.0 14.4 

00:25:06 38-54-32.9 139-37-14.0 024 021.9 14.4 

00:26:06 38-54-46.6 139-37-20.6 021 018.8 14.3 

00:27:06 38-55-00.1 139-37-26.0 018 015.8 14.3 

00:28:06 38-55-14.2 139-37-31.2 018 016.1 14.3 

00:29:06 38-55-27.7 139-37-36.2 017 016.4 14.3 

00:30:06 38-55-41.5 139-37-40.9 014 013.2 14.2 

00:31:06 38-55-55.7 139-37-45.0 014 012.5 14.2 

00:32:07 38-56-09.3 139-37-48.4 003 007.6 14.1 

00:33:07 38-56-23.5 139-37-48.6 352 356.3 13.8 

00:33:36 38-56-30.0 139-37-47.5 350 350.6 13.7 

00:34:07 38-56-37.0 139-37-45.8 350 349.0 13.7 

00:34:36 38-56-43.7 139-37-44.5 334 353.1 13.9 

00:35:07 38-56-49.6 139-37-41.5 286 327.1 12.0 

00:35:37 38-56-52.2 139-37-35.6 243 284.8  9.8 

00:36:07 38-56-51.4 139-37-30.2 206 247.3  8.2 

（注）船位は、船橋上部に設置されたＧＰＳアンテナの位置である。 
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写真１ Ａ船全景         写真２ Ａ船船首部（バルバスバウ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真３ Ｂ船全景             写真４ Ｂ船船首部 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真５ Ｂ船左舷船尾部           写真６ Ｂ船船尾船底 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

擦過傷 

曲損 
曲損 

衝突痕 


